
令和５年度　監査基本計画

上　田　市　監　査　委　員



１　基本方針

２ 監査等の概要

（１） 定例的に行うもの

ア　監査

定期監査（地方自治法第１９９条第１項、第４項）

a 監査の目的・視点

b 対象事項

　令和４年度の財務に関する事務及び経営に係る事業の管理

・基本的財務事項

収入事務、支出事務、契約事務、財産管理事務、事業管理等

c 対象機関

d 執行時期

４月～翌２月（第１期報告１１月、第２期報告２月）

行政監査（地方自治法第１９９条第２項）

a 監査の目的・視点

b 対象事項

c 対象機関

d 執行時期

４月～翌２月

令和5年度監査基本計画

「上田市監査基準」に基づき、各種の監査等が相互に連携して行われるよう調整するとともに、

監査等の対象のリスクの内容と程度を踏まえながら、次の２つの視点を重視し、監査、検査、審査

を実施します。

（１）上田市の財務事務の執行及び経営に係る事業の管理について、合規性はもとより、その成果
や効果等について、経済性、効率性、有効性の観点から監査等を行います。

（２）（１）を担保する内部統制の仕組みが確立しているか。

(ｱ)

　財務に関する事務及び経営に係る事業の管理が、法令等に従い適正に執行されているか、
また、内部統制に係る仕組みが適切に機能し運用されているか、３E（経済性・効率性・有
効性）の視点も含めて、監査委員によるヒアリング等により監査を実施します。

　上田市の全部局（全課所）及び関係する全財産区

　出先機関（上田市立東小学校、上田市立第六中学校）

(ｲ)

地方自治法が改正されて、令和2年4月1日から都道府県及び政令指定都市は内部統制に関
する方針の策定と体制の整備が義務付けられました。上田市は努力義務が課せられており、
制度化に向けた備えを怠らないことが課題となっているため、上田市における内部統制体制
の整備について、全ての部局に対して内部統制質問書に回答を求めるほか、定期監査結果を
活用して必要な提言を行います。

上田市内部統制体制の整備について

上田市の全部局（全課所）

－　1　－



財政援助団体等監査（地方自治法第１９９条第７項）

a 監査の目的・視点

b 対象事項

c 対象機関等

d 執行時期

４月～翌２月（第１期報告９月、第２期報告１１月、第３期報告２月）

イ　検査

例月現金出納検査（地方自治法第２３５条の２第１項）

a 監査の目的・視点

b 対象事項

各月における現金の出納状況

c 対象機関

会計管理者、各公営企業、各財産区及び収納担当部門

d 執行時期

ウ　審査

決算審査（地方自治法第２３３条第２項、地方公営企業法第３０条第２項）

a 審査の目的・視点

b 対象事項

令和４年度各会計の決算(一般会計、特別会計、公営企業会計、財産区特別会計)

c 対象機関

会計管理者

各公営企業

各財産区管理者

財政部財政課

d 執行時期

４月～８月

　出資団体、公の施設の指定管理及び補助金交付について、法令等に従い適正に執行されて
いるか、また、内部統制に係る仕組みが適切に機能し運用されているか、３E（経済性・効
率性・有効性）の視点も含めて監査を実施します。

(ｳ)

出資団体、公の施設の指定管理者及び財政援助団体（補助金）

・上田市土地開発公社

・一般財団法人上田市地域振興事業団

・廃止路線代替バス運行費補助金

(ｱ)

　会計管理者及び公営企業等が保管する現金の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性の検
証を主として毎月実施します。

　毎月１回。各２５日～末日までの間に実施します。
　ただし、例月現金出納検査調書に基づく監査委員ヒアリングについては、実施計画で定め
通知し、定期監査や決算審査と有機的な連携を図りながら実施します。

(ｱ)

　一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書及び附属書類の計数の正確性、法令適合性
及び各種計数分析を通じた財務状況や経営状況について審査します。

・上田市社会福祉協議会補助金

・上田市スポーツ協会補助金
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基金の運用状況審査（地方自治法第２４１条第５項）

a 審査の目的・視点

b 対象事項

令和４年度における定額運用基金の運用状況

c 対象機関

各定額運用基金の財産管理者

d 執行時期

４月～８月

健全化判断比率等審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項）

a 審査の目的・視点

b 対象事項

令和４年度「健全化判断比率」及び「資金不足比率」

c 対象機関

財政部財政課

d 執行時期

７月～８月

（２） 随時行うもの

ア　随時監査（地方自治法第１９９条第５項）

イ　請求監査

(ｳ)

(ｲ)

　定額運用基金の運用状況に関する調書の計数の正確性を検証し、基金の運用が適正かつ効
率的に行われているか審査します。

　各健全化判断比率及び資金不足比率の正確性を審査します。

本方針に定める監査等のほか、特定の財務事務に関し監査を実施する必要が生じた場合は、別
に実施計画を策定し実施します。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)等について、その求めがある場合は法令に従
い実施します。
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３　監査等の実施期間及び結果報告・公表時期

◎･･･結果報告及び公表 ○･･･意見書提出

◎ ◎

◎

◎ ◎ ◎

○

○

４　措置の通知・公表

≪措置の通知  取りまとめ所管課≫

３月

　各種監査等の実施時期及び長等に対する結果報告及び公表の予定は次のとおり。

（１）第１期財政援助団体等監査結果報告（公表）…　令和５年８月

（２）第１期定期監査、第２期財政援助団体等監査結果報告（公表）…　令和５年１１月

（３）第２期定期監査、第３期財政援助団体等監査、行政監査結果報告（公表）…　令和６年２月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

市 長 部 局 行政管理課 議 会 議会事務局

（　定　期　監　査　）

　（　行政監査　）

　（　財政援助団体等監査　）

（　決算・基金運用状況審査　）

（　健全化判断比率等審査　）

（　例月現金出納検査　）・・・・・　※各月１回実施

監査ごと、結果報告日から概ね３ヵ月後を目途に措置の通知を取りまとめ、その内容を20日以内
に公表します。

なお、上田市では、監査等の結果、指摘した事項又は意見については、措置をしたもののほか検
討中などの事項も含め、全ての状況を求めることとします。

機　　　　関 取りまとめ所管課 機　　　　関 取りまとめ所管課

教 育 委 員 会 教育総務課 その他各行政委員会等 各 事 務 局

上 下 水 道 局 経営管理課
各 財 産 区

各地域自治センタ－
所管課会 計 管 理 者 組 織 会  計  課
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